
▼おれんじドアも～やっこなごや 

 　－認知症当事者・

　　家族同士で話が出来る場－

日時：５／18（土）
　　　午後１：30～３：00
場所：区役所４階多目的室
対象：認知症当事者、家族
申込： 初めて参加する方は電話か

窓口で予約

もの忘れ相談医の専門相談

対象
認知症高齢者、その家族など
医師への相談を希望する方

申込
電話か窓口にて

（定員各３人。随時受付）

南部
５／20（月）午後2：00～３：30

区役所５階
在宅サービスセンター内

北部
５／24（金）午後2：00～３：30
北部いきいき支援センター

いきいき支援センターいきいき支援センター
　　　 〒452－0805 市場木町157
　　　 ☎505－8343　℻505－8345
　　　 〒451－8508 花の木二丁目18－１
　　    ☎532－9079　℻532－9020

北部

南部

～次世代へ　つなごう無事故と　青い～次世代へ　つなごう無事故と　青い地地
ほ しほ し

球球～～

６／２（日）～８（土）は危険物安全週間６／２（日）～８（土）は危険物安全週間
　　西消防署　☎521－0119　

スマホや携帯扇風機など、充電池を使用した家電の火災が増えて
います。リチウムイオン電池の電解液は、消防法上の危険物に該当
し、外部からの衝撃でへこむなどすると発煙や発火につながりま
す。
＜事故事例＞

〇ズボンの後ろポケットにスマホを入れたまましりもちをついた
　→バッテリーパックが破損し、衣類に着火して火傷
〇携帯扇風機を落とした→異常発熱を起こし出火
〇リチウムイオン電池を一般ごみと一緒に捨てた
　→ゴミ収集車内で押しつぶされて出火
　注意

□充電できない　　　　□充電中に以前よりも熱くなる
□不意に電源が切れる　□外装が膨張し変形している
□衝撃で一部がへこんでいる
上記に該当する場合は、ただちに使用を中止して、購入店または製
造・輸入事業者の修理窓口に相談してください。リチウムイオン電
池を安全に使用し、危険物の火災を無くしましょう。

区役所主催

子ども向け子ども向けイベント情報イベント情報
はこちらから！

悪質商法の手口は、年々巧妙になってきており、被害に遭わないよう
に皆さん一人一人がしっかりした心構えをもつことが最も大切です。
業者から勧誘を受けたり、契約するときは、次の「悪質商法撃退10か
条」を参考にしてください。

のるものか うまい話と くちぐるまのるものか うまい話と くちぐるま
～悪質商法から身を守るために～～悪質商法から身を守るために～

人が生きていくためには、一人
１日あたり約３リットルの飲料
水が必要といわれています。地
震などの災害に備えて、ご家庭
でも備蓄しましょう。

3
リットル

3
日分以上

家族の
人数× ×

＝

クリーンキャンペーン・なごや2024クリーンキャンペーン・なごや2024

市民、事業者、行政が一体となり、市民、事業者、行政が一体となり、
安心・安全で快適なまちづくりに安心・安全で快適なまちづくりに
向けて市内一斉にクリーンキャンペーン向けて市内一斉にクリーンキャンペーン
を行います。西区では大野木学区をメイを行います。西区では大野木学区をメイ
ン学区とし、学区ごとに清掃活動を実施しン学区とし、学区ごとに清掃活動を実施し
ます。この活動に合わせ、家の周辺清掃など、ます。この活動に合わせ、家の周辺清掃など、
きれいなまちづくりにご協力ください。きれいなまちづくりにご協力ください。

釣りゲームで学ぼう！釣りゲームで学ぼう！
資源とごみの正しい分別資源とごみの正しい分別

環境バザー環境バザー

日にち日にち　６／１（土）　６／１（土）
※学区により日程が異なります※学区により日程が異なります
問合問合　区役所地域力推進課　区役所地域力推進課
　　　　　　☎☎523－4527523－4527

せん定枝・落葉・刈草を収集しますせん定枝・落葉・刈草を収集します

必要な量

①何の用？　しっかり聞こう　身分と用件
②おかしいと　思ったときは　ドア閉めて
③もうかります　そんな言葉に　ご用心
④あやしいぞ　人のフトコロ聞く　業者
⑤勇気出し　はっきり言おう　いりません
⑥しつこいな　そんな相手は　110番
⑦迷ったら　一人で悩まず　まず相談
⑧サインして　あとでしまった　もう遅い
⑨契約は　してもお金は　後払い
⑩あなたです！　自分の財産　守るのは

！ ！

草木類を収集し、資源化します。
収集日：６／16（日）
出し方：せん定枝 ２ｍ以下※に切り、ひもで束ねる
　　　　※太さ10ｃｍを超える場合は１ｍ
　　　　刈草・落葉類 土を落とし、資源用指定袋につめる
申　込：５／15（水）～６／10（月）に、市ウェブサイト　173147（❽面
　　　　参照）、電話、ファクス、メールにて
西環境事業所　☎522－4126　℻522－8376
　　　　　　　 a5224126@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

西警察署　☎531－0110　

環境デーなごやは、環境問題をともに考え、
理解や関心を深め、市民・事業者・行政協働の
もと、よりよい環境づくりへの具体的な行動
の契機となることを目的としています。

▼行政相談

行政の仕事についての照会、要
望などの相談に応じます。
日時：５／15（水）午後１：30～３：30
問合：区役所地域力推進課
　　　☎523－4523
▼法律相談

皆さまが抱える民事上の法律問題
について弁護士が相談に応じます。
日時：５／17（金）、６／７（金）
　　　午後１：00～４：00
申込：相談日の１週間前から電話
　　　またはウェブで予約（先着順）

日時日時　６／２（日）　６／２（日）
　　　午前10：00～午後１：00　　　午前10：00～午後１：00
場所場所　イオンタウン名西１階　イオンタウン名西１階
　　　イベント広場　　　イベント広場
問合問合　西環境事業所　　西環境事業所　
　　　　　　☎☎522－4126522－4126

日時日時　６／９（日）　６／９（日）
　　　午後１：00～３：00　　　午後１：00～３：00
場所場所　山田支所講堂　山田支所講堂
問合問合　区役所地域力推進課　区役所地域力推進課
　　　　　　☎☎523－4526523－4526

西区地域女性団体連絡協議会
の協力によるバザー

５月は放置自転車追放月間５月は放置自転車追放月間

～ルールを守って正しい利用を！～～ルールを守って正しい利用を！～ 西土木事務所 ☎522－8381

自転車や原動機付自転車を道路上に放置すると、
歩行者の通行障害や交通事故の原因になります。
マナーを守って自転車などを利用しましょう。
名古屋市では、条例に基づき駅周辺を
自転車等放置禁止区域に指定して、放置自転車などの撤去を計画的
に行っています。自転車駐車場を正しくご利用ください。
西区内の自転車等放置禁止区域（以下の駅周辺道路）

栄生駅・上小田井駅・亀島駅・庄内緑地公園駅・
名古屋駅・国際センター駅・浄心駅・庄内通駅・
中小田井駅・浅間町駅（現地に標識・路面表示あり）

詳
細
は
こ
ち
ら

予約制

申込制

ごみや不用品を路上や他人の敷地に放置すると、不法投棄として
罰せられます。また、決められた収集曜日や場所を守らない場合も
不法投棄とみなされる場合があります。
不法投棄にはとても厳しい罰則（５年以下の懲役もしくは1,000万
円以下の罰金またはこの両方）が科せられます。
もし不法投棄を発見したら、車両ナンバーなどを環境事業所まで
お知らせください。不法投棄通報専用ファクス℻0120－245318（フ
ホウゴミイヤ）もご利用ください。
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お知らせ

５月は不法投棄防止強調月間５月は不法投棄防止強調月間

相談 いずれも
区役所３階
相談コーナーにて

上下水道局西サービスステーション　☎531－5336

もしもに備えて、水の備蓄をしましょうもしもに備えて、水の備蓄をしましょう

関連イベント関連イベント

参加者に参加者に
景品あり景品あり

西環境事業所　☎522－4126

西 区⓮ 広報なごや 令和 年6 5 月号


